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令 和 元 年 第 ３ 回 小 城 市 議 会 定 例 会 提 案 理 由  

（ 令 和 元 年 ９ 月 ２ 日 開 会 ）  

 

お は よ う ご ざ い ま す 。 本 日 こ こ に 、 令 和 元 年 第 ３ 回

小 城 市 議 会 定 例 会 を 招 集 い た し ま し た と こ ろ 、 議 員 の

皆 様 に は 、 御 参 集 を 賜 り 厚 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  

 

そ れ で は 、 こ れ よ り 本 議 会 に 提 案 い た し て お り ま す

議 案 の 提 案 理 由 を 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

ま ず 、議 案 第 5 9 号  小 城 市 家 庭 的 保 育 事 業 等 の 設 備

及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 で ご ざ い ま す が 、 厚 生 労 働 省 令 の 家 庭 的 保 育 事 業

等 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 改 正 に 伴 い 、 条 例 の

一 部 を 改 正 す る も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 小 規 模 保 育 所 等 に お け

る 連 携 施 設 を 確 保 し な い こ と が で き る 期 間 及 び 自 園 調

理 へ の 移 行 を 猶 予 す る 期 間 を 延 長 す る こ と に 伴 う 所 要

の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 6 0 号  小 城 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業

の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 厚 生 労 働 省 令 の 放 課 後 児

童 健 全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 の 改 正 に

伴 い 、 条 例 の 一 部 を 改 正 す る も の で ご ざ い ま す 。  
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改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 放 課 後 児 童 支 援 員 認 定

資 格 を 得 る た め の 研 修 に 地 方 自 治 法 第 2 5 2 条 の 1 9 第 １

項 の 指 定 都 市 の 長 が 行 う 研 修 を 追 加 す る も の で ご ざ い

ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 6 1 号  小 城 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部

を 改 正 す る 条 例 で ご ざ い ま す が 、 水 道 法 施 行 令 の 改 正

等 に 伴 い 、 小 城 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

も の で ご ざ い ま す 。  

改 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 水 道 法 施 行 令 の 条 ず れ

な ど 所 要 の 規 定 の 整 備 を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 6 2 号  佐 賀 県 市 町 総 合 事 務 組 合 を 組 織

す る 地 方 公 共 団 体 の 数 の 減 少 及 び 規 約 の 変 更 に つ い て

で ご ざ い ま す が 、 一 部 事 務 組 合 規 約 の 変 更 は 地 方 自 治

法 第 2 8 6 条 第 1 項 及 び 第 2 9 0 条 の 規 定 に よ り 関 係 地 方

公 共 団 体 の 議 会 の 議 決 が 必 要 と な る も の で ご ざ い ま す 。 

変 更 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、「 西 佐 賀 水 道 企 業 団 」が

水 道 事 業 統 合 に 伴 い 、 解 散 す る こ と に よ り 佐 賀 県 市 町

総 合 事 務 組 合 を 脱 退 し 、 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 地

方 公 務 員 に 係 る 公 務 災 害 又 は 通 勤 災 害 に 対 す る 補 償 に

関 す る 事 務 の 共 同 処 理 に つ い て も 脱 退 す る も の で ご ざ

い ま す 。  

 

次 に 、議 案 第 6 3 号  工 事 請 負 契 約 の 変 更 に つ い て で
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ご ざ い ま す が 、平 成 3 0 年 度 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事

業 三 日 月 浄 化 セ ン タ ー 建 設 工 事 に お い て 、 当 初 契 約 金

額 の ５ 億 5 , 8 0 3 万 ６ 千 円 を ５ 億 4 , 9 3 5 万 3 , 8 8 0 円 に 変

更 す る た め 、地 方 自 治 法 第 9 6 条 第 1 項 第 ５ 号 の 規 定 に

よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、 決 算 関 係 議 案 に つ き ま し て 御 説 明 申 し

上 げ ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 6 4 号  平 成 3 0 年 度 小 城 市 一 般 会 計 歳 入

歳 出 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 歳 入 に つ き ま

し て は 、 予 算 現 額 2 2 3 億 1 , 1 5 2 万 9 , 7 0 5 円 に 対 し ま し

て 、調 定 額 が 2 1 8 億 9 , 8 1 0 万 4 , 7 9 5 円 、収 入 済 額 が 2 1 7

億 8 , 9 3 9 万 6 , 0 6 7 円 で 、不 納 欠 損 額 は 6 5 3 万 5 , 3 8 3 円 、

収 入 未 済 額 は １ 億 2 1 7 万 3 , 3 4 5 円 と な っ て お り ま す 。  

収 入 未 済 額 の 主 な も の に つ き ま し て は 、 市 税 9 , 2 0 6

万 5 8 4 円 、 諸 収 入 5 9 3 万 9 , 7 4 0 円 と な っ て お り ま す 。

な お 、 市 税 の 収 納 率 に つ き ま し て は 、 前 年 度 よ り 0 . 4

ポ イ ン ト 改 善 し 、 9 7 . 8％ と な っ て お り ま す 。  

次 に 歳 出 で ご ざ い ま す が 、 予 算 現 額 2 2 3 億 1 , 1 5 2 万

9 , 7 0 5 円 に 対 し ま し て 、支 出 済 額 が 2 1 3 億 7 , 8 7 5 万 9 9 7

円 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 歳 入 歳 出 差 引 残 額 は ４ 億 1 , 0 6 4 万

5 , 0 7 0 円 と な っ て お り ま す 。  
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次 に 、 議 案 第 6 5 号  平 成 3 0 年 度 小 城 市 簡 易 水 道 特

別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 歳

入 に つ き ま し て は 、 予 算 現 額 3 , 0 2 4 万 ５ 千 円 に 対 し ま

し て 、 調 定 額 が 2 , 9 7 9 万 9 , 3 5 4 円 、 収 入 済 額 が 2 , 9 7 7

万 9 , 8 7 8 円 、 収 入 未 済 額 が １ 万 9 , 4 7 6 円 と な っ て お り

ま す 。  

次 に 、 歳 出 で ご ざ い ま す が 、 予 算 現 額 3 , 0 2 4 万 ５ 千

円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が 2 , 8 2 3 万 4 , 0 2 8 円 と な っ

て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 歳 入 歳 出 差 引 残 額 は 1 5 4 万 5 , 8 5 0

円 と な っ て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 6 6 号  平 成 3 0 年 度 小 城 市 下 水 道 特 別

会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 歳 入

に つ き ま し て は 、予 算 現 額 2 4 億 8 , 6 7 5 万 ２ 千 円 に 対 し

ま し て 、調 定 額 が 2 2 億 9 , 5 1 5 万 1 4 0 円 、収 入 済 額 が 2 2

億 8 , 3 2 2 万 6 , 9 1 3 円 で 、 不 納 欠 損 額 は 3 9 万 1 , 6 1 0 円 、

収 入 未 済 額 が 1 , 1 5 3 万 1 , 6 1 7 円 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、歳 出 で ご ざ い ま す が 、予 算 現 額 2 4 億 8 , 6 7 5 万

２ 千 円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が 2 2 億 3 , 4 4 8 万 9 , 3 8 5

円 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、歳 入 歳 出 差 引 残 額 は 4 , 8 7 3 万 7 , 5 2 8

円 と な っ て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 6 7 号  平 成 3 0 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保
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険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、

歳 入 に つ き ま し て は 、予 算 現 額 4 9 億 2 6 7 万 ７ 千 円 に 対

し ま し て 、調 定 額 が 5 1 億 9 , 2 2 3 万 8 , 4 4 9 円 、収 入 済 額

が 5 0 億 4 , 9 3 6 万 5 , 5 4 3 円 で 、 不 納 欠 損 額 9 0 1 万 6 , 8 9 6

円 、 収 入 未 済 額 が 1 億 3 , 3 8 5 万 6 , 0 1 0 円 と な っ て お り

ま す 。  

次 に 、歳 出 で ご ざ い ま す が 、予 算 現 額 4 9 億 2 6 7 万 ７

千 円 に 対 し ま し て 、支 出 済 額 が 4 8 億 8 , 3 0 9 万 7 , 9 8 7 円

と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 歳 入 歳 出 差 引 残 額 は 1 億 6 , 6 2 6 万

7 , 5 5 6 円 と な っ て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 6 8 号  平 成 3 0 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者

医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す

が 、 歳 入 に つ き ま し て は 、 予 算 現 額 ５ 億 3 , 8 1 1 万 ７ 千

円 に 対 し ま し て 、 調 定 額 が ５ 億 4 , 1 0 3 万 6 , 2 3 8 円 、 収

入 済 額 が ５ 億 3 , 9 7 4 万 2 , 2 3 8 円 で 、不 納 欠 損 額 が 2 , 9 0 0

円 、 収 入 未 済 額 が 1 2 9 万 1 , 1 0 0 円 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、 歳 出 で ご ざ い ま す が 、 予 算 現 額 ５ 億 3 , 8 1 1 万

７ 千 円 に 対 し ま し て 、 支 出 済 額 が ５ 億 2 , 9 9 3 万 4 , 1 0 3

円 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 歳 入 歳 出 差 引 残 額 は 9 8 0 万 8 , 1 3 5

円 と な っ て お り ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 6 9 号  平 成 3 0 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会
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計 利 益 の 処 分 及 び 決 算 の 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、

は じ め に 、平 成 3 0 年 度 の 業 務 量 に つ い て 御 説 明 申 し 上

げ ま す 。  

給 水 戸 数 は 、 前 年 度 よ り 1 0 0 戸 増 の 6 , 9 4 6 戸 、 年 間

有 収 水 量 は 1 57 万 8 1 0 立 方 メ ー ト ル で 、 前 年 度 よ り

0 . 8％ の 減 と な っ て お り ま す 。 有 収 率 は 9 0 . 0 1％ で 、 前

年 度 よ り 0 . 2 8 ポ イ ン ト の 増 と な っ て お り ま す 。  

次 に 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

営 業 収 益 は 、 ２ 億 6 , 4 6 3 万 6 , 8 0 6 円 で 、 前 年 度 よ り

0 . 5％ の 減 、営 業 費 用 は ２ 億 2 , 9 6 7 万 6 , 6 0 2 円 で 、前 年

度 よ り 0 . 9％ の 減 と な り 、営 業 利 益 は 3 , 4 9 6 万 2 0 4 円 と

な っ て お り ま す 。  

次 に 、 営 業 外 収 益 に つ き ま し て は 、 1 , 3 5 5 万 2 , 5 0 2

円 で 、 前 年 度 よ り 4 . 1％ の 増 、 営 業 外 費 用 は 1 , 1 4 7 万

8 , 4 7 5 円 で 、前 年 度 よ り 1 0 . 2％ の 減 と な っ て お り ま す 。  

以 上 の こ と か ら 、 収 益 合 計 か ら 費 用 合 計 を 差 し 引 い

た 当 年 度 の 純 利 益 は 3 , 7 0 3 万 4 , 2 3 1 円 と な っ て お り ま

す 。  

次 に 、 資 本 的 収 入 及 び 支 出 で は 、 資 本 的 収 入 は あ り

ま せ ん で し た が 、 資 本 的 支 出 の 総 額 は 6 , 8 0 9 万 4 , 7 6 8

円 と な っ て お り ま す 。  

ま た 、当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 は １ 億 2，4 4 5 万 2 , 7 2 2

円 と な っ て お り ま す 。  

利 益 の 処 分 と い た し ま し て 、 未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら
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2 , 0 0 0 万 円 を 建 設 改 良 積 立 金 に 積 み 立 て 、 残 り の １ 億

4 4 5 万 2 , 7 2 2 円 を 繰 越 利 益 剰 余 金 と す る も の で ご ざ い

ま す 。  

次 に 、 議 案 第 7 0 号  平 成 3 0 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会

計 決 算 認 定 に つ い て で ご ざ い ま す が 、 は じ め に 、 平 成

3 0 年 度 の 業 務 量 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ ま す 。 入 院 患

者 延 数 は 2 1 , 3 3 8 人 で 前 年 度 よ り 2 , 7 7 0 人 （ 1 1 . 4 9％ ）

の 減 と な り 、 １ 日 平 均 患 者 数 5 8 . 4 6 人 、 病 床 利 用 率 は

5 9 . 0 5％ と な っ て お り ま す 。外 来 患 者 は 、4 5 , 9 9 6 人 で 前

年 度 よ り 2 , 2 2 9 人 （ 4 . 6 2％ ） の 減 と な り 、 １ 日 平 均 患

者 数 は 1 8 3 . 2 5 人 と な り ま し た 。  

次 に 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

医 業 収 益 に つ き ま し て は ､ 1 0 億 7 , 8 4 1 万 3, 0 1 5 円 で 前

年 度 よ り 5 , 7 7 7 万 1 , 3 4 2 円 （ 5 . 0 8％ ） の 減 、 医 業 費 用

に つ き ま し て は 、 1 2 億 7 , 0 8 4 万 1 , 0 1 2 円 で 前 年 度 よ り

2 , 0 3 3 万 7 , 0 9 9 円（ 1 . 6 3％ ）の 増 と な り 、医 業 損 失 は １

億 9 , 2 4 2 万 7 , 9 9 7 円 と な り ま し た 。  

次 に 、 医 業 外 収 益 に つ き ま し て は 、 １ 億 2 , 9 6 5 万

9 , 0 1 7 円 で 前 年 度 よ り 9 6 8 万 9 , 7 7 0 円 （ 6 . 9 5％ ） の 減 、

医 業 外 費 用 に つ き ま し て は 、2 , 5 0 1 万 6 , 9 1 3 円 で 前 年 度

よ り 3 4 2 万 6 , 6 5 1 円（ 1 2 . 0 5％ ）の 減 で 、医 業 外 利 益 は

１ 億 4 6 4 万 2 , 1 0 4 円 と な り ま し た 。  

平 成 3 0 年 度 の 総 収 益 か ら 総 費 用 を 差 し 引 い た 経 常 損

失 が 8 , 7 7 8 万 5 , 8 9 3 円 と な り ま し た 。  
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次 に 、 資 本 的 収 入 及 び 支 出 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

平 成 3 0 年 度 の 資 本 的 収 入 総 額 は 、 2 , 6 4 2 万 8 , 0 0 0 円

で 前 年 度 よ り 3 , 9 8 6 万 1 , 0 0 0 円（ 6 0 . 1 3％ ）の 減 、資 本

的 支 出 総 額 は 4 , 1 6 6 万 9 , 9 5 6 円 で 前 年 度 よ り 1 1 万

5 , 4 1 5 円 （ 0 . 2 8％ ） の 増 と な り ま し た 。  

 

以 上 、平 成 3 0 年 度 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決

算 認 定 に つ き ま し て は 、 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 第 ３ 項 の

規 定 に よ り 、ま た 、平 成 3 0 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会 計 及

び 小 城 市 病 院 事 業 会 計 決 算 認 定 に つ き ま し て は 、 地 方

公 営 企 業 法 第 3 0 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 、監 査 委 員 の 意

見 を 付 し て 議 会 の 認 定 を お 願 い す る も の で す 。  

併 せ て 、平 成 3 0 年 度 決 算 に 係 る 実 質 赤 字 比 率 、連 結

実 質 赤 字 比 率 、 実 質 公 債 費 比 率 、 将 来 負 担 比 率 及 び 資

金 不 足 比 率 に つ き ま し て 、 議 会 に 報 告 す る も の で ご ざ

い ま す 。  

 

続 き ま し て 、 予 算 関 係 議 案 に つ い て 御 説 明 申 し 上 げ

ま す 。  

 

ま ず 、 議 案 第 7 1 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 一 般 会 計 補

正 予 算 （ 第 ３ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に 、 そ れ ぞ

れ ４ 億 5 , 9 1 0 万 ６ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総 額

を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 3 7 億 3 , 5 7 3 万 ５ 千 円 と す る も の
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で ご ざ い ま す 。  

第 ２ 表  繰 越 明 許 費 は 、「 プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業 」

に つ い て 、 事 業 の 完 了 が 次 年 度 に な る と 見 込 ま れ ま す

の で 、 地 方 自 治 法 第 2 1 3 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 繰 り

越 し す る も の で ご ざ い ま す 。  

第 ３ 表  地 方 債 補 正 は 、「 道 路 維 持 補 修 事 業（ 公 共 施

設 等 適 正 管 理 推 進 事 業 債 ）」と「 臨 時 財 政 対 策 債 」の 限

度 額 を 変 更 す る も の で ご ざ い ま す 。  

そ れ で は 、 補 正 の 主 な も の に つ い て 、 ま ず 歳 出 か ら

御 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

第 ３ 款  民 生 費 で は 、 幼 児 教 育 ・ 保 育 の 無 償 化 に 伴

い 、 必 要 と な る 予 算 措 置 や 過 年 度 実 施 済 み の 各 種 事 業

精 算 に よ る 国 庫 負 担 金 の 返 還 金 な ど を 計 上 し て お り ま

す 。  

第 ６ 款  農 林 水 産 業 費 で は 、 基 盤 整 備 促 進 を 図 る た

め の 暗 渠 排 水 整 備 に 伴 う 費 用 な ど を 計 上 し て お り ま す 。 

第 ７ 款  商 工 費 で は 、 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 率 引 き 上

げ に 対 応 す る 対 策 と し て 、 プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 に 伴 う

費 用 な ど を 計 上 し て お り ま す 。  

第 ８ 款  土 木 費 で は 、 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 を 活

用 し た 市 道 の 維 持 補 修 費 用 の ほ か 、 小 城 駅 千 葉 公 園 線

の 街 路 整 備 に 係 る 県 営 事 業 負 担 金 な ど を 計 上 し て お り

ま す 。  

第 1 2 款  公 債 費 で は 、 平 成 3 0 年 度 の 市 債 借 入 が 確

定 し た こ と に 伴 い 、 地 方 債 償 還 金 の 元 金 、 利 子 を 計 上
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し て お り ま す 。  

な お 、人 事 異 動 等 に 伴 う 職 員 等 の 人 件 費 に つ い て は 、

今 回 の 補 正 に お い て 計 上 し て お り ま す 。  

以 上 、 歳 出 の 主 な も の に つ い て 申 し 上 げ ま し た が 、

歳 入 に つ き ま し て は 、 事 務 事 業 に 伴 う 分 担 金 及 び 負 担

金 、 国 ・ 県 支 出 金 、 市 債 の ほ か 、 過 年 度 精 算 や 返 還 の

諸 収 入 、 額 の 確 定 等 に よ る 地 方 交 付 税 、 繰 越 金 を 計 上

し 、 財 源 調 整 と し て 基 金 繰 入 金 を 計 上 す る も の で ご ざ

い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 2 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 簡 易 水 道 特

別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に

そ れ ぞ れ 5 1 万 3 千 円 を 追 加 し 、補 正 後 の 予 算 の 総 額 を

歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 7 9 2 万 ６ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま

す 。  

歳 入 で は 、 前 年 度 決 算 に 伴 う 繰 越 額 が 確 定 し た こ と

に よ る 、 一 般 会 計 繰 入 金 と 繰 越 金 の 組 み 替 え を 行 う も

の で ご ざ い ま す 。  

ま た 、 歳 出 で は 、 配 水 管 の 漏 水 に 伴 う 修 繕 費 を 計 上

す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 3 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 下 水 道 特 別

会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 に 、

そ れ ぞ れ 2 , 2 1 6 万 ５ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予 算 の 総

額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2 3 億 6 , 9 6 3 万 ５ 千 円 と す る も の
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で ご ざ い ま す 。  

第 ２ 表  継 続 費 補 正 は 、 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事

業  三 日 月 浄 化 セ ン タ ー 建 設 工 事 の 平 成 3 1 年 度 年 割 額

を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、 歳 入 で は 、 前 年 度

決 算 に 伴 う 繰 越 額 が 確 定 し た こ と に よ る 一 般 会 計 繰 入

金 と 繰 越 金 の 組 み 替 え を 行 う も の で ご ざ い ま す 。  

ま た 、 歳 出 で は 、 人 事 異 動 等 に 伴 う 人 件 費 、 農 業 集

落 排 水 事 業 費 、 公 共 下 水 道 事 業 費 、 東 新 町 浄 化 施 設 管

理 費 を 計 上 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 4 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 国 民 健 康 保

険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出 予

算 に 、 そ れ ぞ れ １ 億 6 , 6 2 6 万 ６ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後

の 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 5 0 億 7 , 3 6 1 万 ７ 千 円

と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 で ご ざ い ま す が 、 歳 入 で は 、 前 年 度

決 算 に 伴 う 繰 越 額 が 確 定 し た こ と に よ る 繰 越 金 を 計 上

す る も の で ご ざ い ま す 。  

ま た 、 歳 出 で は 、 県 支 出 金 の 精 算 に よ る 返 還 金 及 び

基 金 積 立 金 を 計 上 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 5 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 後 期 高 齢 者

医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 既 定 の 歳 入 歳 出

予 算 に 、 そ れ ぞ れ 9 4 8 万 ７ 千 円 を 追 加 し 、 補 正 後 の 予
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算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ５ 億 5 , 7 2 7 万 ８ 千 円 と す

る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 主 な 内 容 は 、 歳 入 で は 前 年 度 決 算 に 伴 う 繰 越

額 が 確 定 し た こ と に よ る 繰 越 金 を 計 上 す る も の で ご ざ

い ま す 。  

ま た 、 歳 出 で は 、 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 を

計 上 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 6 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 水 道 事 業 会

計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 既 定

予 算 に そ れ ぞ れ 1 5 万 ５ 千 円 を 追 加 し 、補 正 後 の 予 算 の

総 額 を 収 益 的 収 入 及 び 支 出 そ れ ぞ れ ２ 億 9 , 7 3 3 万 ６ 千

円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 収 益 的 収 入 で は 、 人 事

異 動 に 伴 う 児 童 手 当 の 増 額 に よ り 一 般 会 計 補 助 金 を 追

加 す る も の で ご ざ い ま す 。  

収 益 的 支 出 で は 、 人 事 異 動 に 伴 う 職 員 人 件 費 の 減 額

に よ り 、 水 道 事 業 費 用 の 営 業 費 用 を 減 額 す る も の で ご

ざ い ま す 。 ま た 、 収 支 の 調 整 の た め 予 備 費 を 追 加 す る

も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 議 案 第 7 7 号  平 成 3 1 年 度 小 城 市 病 院 事 業 会

計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 既 定

予 算 か ら そ れ ぞ れ 5 4 7 万 ２ 千 円 を 減 額 し 、 補 正 後 の 予

算 の 総 額 を 収 益 的 収 入 及 び 支 出 そ れ ぞ れ 1 3 億 6 , 9 4 8 万
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７ 千 円 と す る も の で ご ざ い ま す 。  

補 正 の 内 容 で ご ざ い ま す が 、 収 益 的 収 入 で は 、 外 来

患 者 数 が 当 初 見 込 み よ り 少 な く 推 移 し て お り ま す の で

減 額 し 、 収 益 的 支 出 で は 、 人 事 異 動 に 伴 う 職 員 人 件 費

を 減 額 す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

次 に 、 諮 問 第 ３ 号  人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 に つ

い て で ご ざ い ま す が 、 人 権 擁 護 委 員 の 釘 本
く ぎ も と

 萬
ま

壽
す

美
み

氏

が 、 令 和 元 年 1 2 月 3 1 日 を も っ て 任 期 満 了 と な り ま す

の で 、 後 任 の 人 権 擁 護 委 員 と し て 、 北 島
き た じ ま

 一
ひ と

美
み

氏 を 推

薦 す る た め 、 人 権 擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ

り 、 議 会 の 意 見 を 求 め る も の で ご ざ い ま す 。  

 

続 き ま し て 、 報 告 第 ７ 号 と 報 告 第 ８ 号 を 御 報 告 申 し

上 げ ま す 。  

 

ま ず 、報 告 第 ７ 号  平 成 3 0 年 度 小 城 市 一 般 会 計 継 続

費 精 算 報 告 書 で ご ざ い ま す が 、 ス マ ー ト イ ン タ ー チ ェ

ン ジ 整 備 事 業 を 平 成 2 4 年 度 か ら 平 成 3 0 年 度 ま で の ７

箇 年 、牛 津 拠 点 地 区 市 街 地 活 性 化 推 進 事 業 を 平 成 2 9 年

度 と 平 成 3 0 年 度 の ２ 箇 年 、牛 津 小 学 校 施 設 大 規 模 改 造

事 業 を 平 成 2 7 年 度 か ら 平 成 3 0 年 度 ま で の ４ 箇 年 の 継

続 事 業 で 実 施 し て お り ま す 。  

 

次 に 、報 告 第 ８ 号  平 成 3 0 年 度 小 城 市 下 水 道 特 別 会
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計 継 続 費 精 算 報 告 書 で ご ざ い ま す が 、 特 定 環 境 保 全 公

共 下 水 道 事 業 三 日 月 浄 化 セ ン タ ー 設 備 工 事 を 平 成 2 9 年

度 か ら 平 成 3 0 年 度 ま で の ２ 箇 年 の 継 続 事 業 で 実 施 し て

お り ま す 。  

 

こ れ ら の 事 業 が 平 成 3 0 年 度 に 完 了 い た し ま し た の で 、

地 方 自 治 法 施 行 令 第 1 4 5 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、 継 続

費 の 精 算 報 告 を す る も の で ご ざ い ま す 。  

 

以 上 、 今 定 例 会 に 提 案 を い た し て お り ま す 議 案 に つ

き ま し て 、 そ の 概 要 を 御 説 明 申 し 上 げ ま し た が 、 御 審

議 の 上 、 御 承 認 賜 り ま す よ う よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ

ま し て 、 提 案 理 由 の 御 説 明 と さ せ て い た だ き ま す 。  

ど う ぞ よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  


